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一
　

仏
教

の
受
容

に

つ
い
て

印
度
に
発
祥
し
た
仏
教
は
紀
元

一
世
紀
前
後
に
な
る
と
西
域
地
方
を
経
て
支
那
に
伝
わ
り
、
約
五
二
〇
年
後
の
南
北
朝
時
代

（四
二
〇

―
五
八
八
）
に
は
朝
鮮
に
伝
わ
っ
た
。

朝
鮮
で
は
先
づ
北
朝
系
の
仏
教
が
高
句
麗
に
伝
っ
た
。
当
時

（三
七
二
）
高
句
一麗
は
前
秦
を
宗
主
国
と
し
て
臣
従
国
の
関
係
に
あ
り
、

両
国
に
は
政
治

・
外
交
問
題
が
あ
り
、
臣
従
国
は

「
下
賜
」
さ
れ
た
仏
教
を
受
容
し
て
忠
誠
を
現
わ
す
ほ
か
な
か
っ
た
。
従
っ
て
仏
教
は

国
と
国
、
王
と
王
を
中
心
に
伝
わ
り
、　
一
般
庶
民
は
あ
づ
か
り
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
や
が
て
、
百
済
に
南
方
系
の
戒
律
仏
教
が

三
八
四
年
東
晋
よ
り
伝
わ
り
、
更
に
五
六
五
年
北
斉
よ
り
仏
教
が
新
羅
に
伝
っ
た
の
も
、
共
に
冊
封
関
係
に
よ
っ
て

「
下
賜
」
さ
れ
、
こ

れ
を
受
容
す
る
こ
と
は
、
対
外
的
に
は
宗
主
国
の
皇
帝
へ
の
臣
従
で
あ
り
、
対
内
的
に
は
自
国
の
臣
下
に
威
信
を
示
す
王
の
態
度
で
あ
っ

た
。次

に
日
本

へ
の
伝
来
で
あ
る
が
、
凡
そ
文
物
が
海
外
よ
り
伝
わ
る
に
は
、
朝
廷

へ
の

「
公
伝
」
と
民
間

へ
の

「
私
伝
」
の

両

道

が

あ

ア
０
。先

づ
そ
の

「
公
伝
」
は
欽
明
天
皇
の

一
三
年

（
五
五
二
）

「
百
済
の
聖
明
王
が
、
経
論

・
幡
蓋
と
共
に
金
銅
の
釈
迦
像

一
躯

を

献

じ

た
」
と

「
日
本
書
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
次
に
つ
い
て
欽
明
天
皇
の
七
年

（
五
三
八
）
と

「
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
」

「
元
興
寺

伽
藍
縁
起
丼
流
記
資
財
帳
」
等
に
あ
る
。
七
年
説
に
は
信
憑
性
が
あ
る
が
、
な
お
学
者
間
に
論
説
が
あ
る
。
今
そ
れ
を
詳
説

す

る

こ
と

は
割
愛
す
る
が
、
そ
の
い
づ
れ
の
説
が
正
し
い
に
せ
よ
、
仏
教
の
初
伝
を
欽
明
天
皇
の
時
代

（
五
三
二
？
五
七

一
）
と
信
じ
て
よ
い
と
思

う
。次

に
そ
の
「
私
伝
」
に
つ
い
て
「
扶
桑
略
記
」
に
は
継
体
天
皇
の

一
六
年

（
五
三
二
）
に
梁
人
の
司
馬
達
等
が
仏
像
を
負
う
て
来
朝
帰
化
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し
、
奈
良
県
高
市
郡
坂
田
原
に
草
堂
を
結
び

（後

の
坂
田
寺
）
仏
像
を
安
置
礼
拝
し
た
と
あ
る
が
、

こ
の
資
料
は
後
世
に
な

っ
て
皇
円
２

一
三

一
一頃
）

が
著
作
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
直
ち
に
信

じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
こ
ろ
が
幸
い
石
田
茂

作
博
士
に
よ
る
と

「
四
仏
四
獣
鏡
」
が
、
我
が
国

の
古
墳
か
ら
発
掘
さ
れ
た
こ
と
を
発
表
さ
れ
、
凡

そ
五
面
の
鏡
が
判

っ
て
い
る
。
そ
の

一
二
を
記
す

と
、
長
野
県
下
伊
那
郡
竜
丘
村
お
猿
堂
古
墳

・
岡

山
県
倉
敷
市
庄
組
赤
井
古
墳
群

一
号
王
墓
山
古
墳

（写
真
版
）
等
か
ら
発
掘
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
開
善

寺

（長
野
県
）

・
東
京
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
等
は
仏
教
の

「
公
伝
」
以
前

（古

墳
時
代
後
期
五
世
紀
後
半
）
に
仏
教
が
渡
来
し
た

こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
「
四
仏
四
獣
鏡
」
は

「
四
神
四
獣
鏡
」
の
四
神
仙
像
を
仏
像
に
代
え
た

も
の
で
、
そ
の
獣
形
と
獣
形
と
の
間
に
仏
像
十
躯

を
配
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
問
題
は
当
時
の

「四仏四獣鏡」倉敷市王墓山古墳出土 (三木文雄博士提供)
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人
が
こ
れ
を
仏
像
と
受
け
と
め
た
か
否
か
、
よ
し
仏
像
と
意
識
せ
ず
と
も
、
こ
の
よ
う
な
図
像
は
仏
教
の
広
い
意
味
で
の
伝
来
を
示
唆
し

て
い
る
。
鏡
は
金
属
で
あ
る
か
ら
考
古
資
料
と
し
て
現
存
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
無
形
仏
教
文
化
財
が
多
数
に
伝
来
し
た
と
思
う
。
こ

う
し
た
素
地
の
上
に
仏
教
が
我
国
に

「
公
伝
」
し
、
受
容
さ
れ
て
高
い
仏
教
文
化
の
花
を
咲
か
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
一　
仏
教

の

「
公
伝
」

に

つ
い
て

我
が
大
和
朝
廷
に
仏
教
が
百
済
国
の
聖
明
王
か
ら

「
献
じ
た
宍
贈
呈
）
時
、
そ
の
受
け
容
れ
に
つ
い
て
蘇
我

・
物
部
の
両
大
氏
が
論
難

互
い
に
鏑
を
削
っ
た
が
、
蘇
我
稲
目
が
、
そ
の
仏
像

ｏ
経
巻
を
拝
受
し
て
飛
鳥
の
向
原

（明
日
香
の
豊
浦
）
の
私
宅
に
て
礼
拝
し
た

（私

宅
仏
教
）
こ
と
は
今
更
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
若
干
を
略
述
す
る
と
。

１
家
柄
に
つ
い
て
。
物
部
氏
は
神
別
、
大
連
の
家
柄
で
内
政
を
司
り
、
蘇
我
氏
よ
り
も
古
く
保
守
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
蘇
我
氏
は

皇
別
、
大
臣
の
家
柄
で
財
政

（三
蔵
―
斉
蔵

・
内
蔵

・
大
蔵
）
を

一
手
に
お
さ
め
、
外
交

・
軍
事
を
支
配
し
進
歩
的
で
、
朝
鮮
の
事
情
に

通
じ
、
百
済
王
朝
と
仏
教
と
の
関
係
を
周
知
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

２
飛
鳥
に
つ
い
て
。
稲
目
が
居
住
し
た
飛
鳥
に
は
渡
来
系
民
族
で
あ
る
東
漢
氏
、
司
馬
氏
等
文
化

ｏ
技
術
の
有
力
な
帰
化
人
が
住
居

し
、
稲
目
は
こ
れ
等
の
人
々
と
容
易
に
接
触
し
て
い
た
。
従

っ
て
こ
れ
等
帰
化
人
の
期
待
に
こ
た
え
る
た
め
に
も
、
稲
目
が
仏
教
を
受
け

容
れ
る
の
は
当
然
と
考
え
ら
れ
る
。

３
皇
室
の
外
戚
に
つ
い
て
。
彼

（稲
目
）
の
娘
の
堅
塩

・
小
姉
君
を
欽
明
天
皇
の
妃
に
納
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
時
代
に
仏
教
が
朝
廷
に

「
公
伝
」
さ
れ
、
仏
教
の
受
容
は
、
天
皇
自
身
の
信
仰
に
よ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

っ
た
。
二
大
両
氏
の
葛
藤
に
よ
り
、
天
皇
の
地
位
に
か
ら
ま
る
政
治
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
、
天
皇
は
こ
れ
を
公
議
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
。
こ

れ
は
三
韓
国
に
仏
教
が
流
伝
し
た
事
情
と
は
全
く
異
る
の
で
あ
る
。
公
議
と
は
い
え
天
皇
の
危
倶
の
念
は
解
消
す
べ
く
も
な
か
っ
た
。
こ
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の
危
惧
を
克
服
す
る
た
め
に
稲
目
は
敢
え
て
仏
像

・
経
巻
を
拝
領
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
こ
に

「
下
賜
」
さ
れ
た
仏
教
と

「
献

じ
た
宍
贈
呈
）
仏
教
と
の
受
容
の
状
況
が
、
大
い
に
異
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
仏
教
の
受
容
が
皇
位
に
動
揺
を
及
ぼ
す
憂
い
か
ら
、
天
皇
は
自
ら
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
従

っ
て
歴
代

天
皇
の
在
り
方
は
、
欽
明
２
崇
峻
朝
は
傍
観
的
中
立
段
階
、
用
明
朝
は
私
的
受
容
、
推
古
朝
は
公
的
接
触
、
舒
明
２
皇
極
朝
は
私
的
接
触

か
ら
宮
廷
仏
教
の
成
立
、
孝
徳
２
天
智
朝
は
私
的
受
容
か
ら
公
的
受
容
、
宮
廷
仏
教
の
展
開
、
斉
明
朝
は
国
家
的
受
容

・
対
外
的
危
機
と

仏
教
、
天
武
朝
は
国
家
的
仏
教
の
成
立
か
ら
律
令
国
家
と
仏
教
と
の
関
係
を
通
観
す
る
の
で
あ
る
。

〓
一

「
法
華
経
」
の
伝
来
に
つ
い
て

こ
の
よ
う
に
し
て
、
仏
教
が
我
国
に
伝
来
し
こ
れ
を
受
容
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
こ
こ
に

「法
華
経
」
の
伝
来
に
つ
い
て
考
え
て
み
る

こ
と
に
す
る
。

仏
教
が
聖
明
王
か
ら
献
じ
ら
れ
た
当
初
、
経
巻
の
内
容
に
つ
い
て
は
寡
間
に
し
て
未
詳
で
あ
る
。
こ
の
時

「
釈
迦
仏
の
金
銅
像

一
躯
」

が
将
来
さ
れ
、
我
が
国
に
お
い
て
も
仏
像
の
製
作
が
次
第
に
盛
ん
と
な

っ
た
こ
と
は
、
法
隆
寺
金
堂
の
釈
迦
三
尊
像

（六
二
三
）
を
は
じ

め
同
寺
封
綱
蔵
成
子
銘
釈
迦
三
尊
像

（六
二
八
）
等
の
傑
作
が
残

っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

こ
れ
よ
り
も
早
く
、
敏
達
天
皇
の

一
三
年
（五
八
四
）
に
は
百
済
か
ら
来
た
塵
深
臣
が
弥
勒
の
石
像
を
将
来
し
、
こ
れ
を
桜
井
の
宅

（奈

良
県
明
日
香
村
豊
浦
向
原
寺
）
で
奉
祀
し
て
い
る
。
我
が
国
で
も
飛
鳥
２
白
鳳
期
に
弥
勒
の
半
珈
像
が
、
中
宮
寺

・
神
野
寺

・
広
隆
寺
に

そ
の
代
表
的
な
も
の
が
造
ら
れ
現
存
し
て
い
る
。
弥
勒
菩
薩
像
は
第
二
の
釈
迦
と
し
て
久
遠
の
未
来
に
出
現
し
、
二
八
二
億
人
を
仏
道
に

入
ら
し
め
る
と
い
う

「
弥
勒
成
仏
経
」
に
依

っ
て
造
像
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
成
仏
経
」
は
鳩
摩
羅
什
が
四
〇
二
年
に
訳
出

し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
五
八
四
年
に
弥
勒
石
像
が
伝
来
し
た
の
は
訳
出
後

一
八
二
年
目
に
あ
た
る
。
従

っ
て
敏
達
天
皇
の
六
年
（
五
七
七
）

法
華
経
と
上
代
入
序
説
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経
論
が
百
済
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
時
に
こ
の
「
成
仏
経
」
が
伝
来
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
当
時
百
済
で
は
弥
勒
信
仰
が
盛
ん
で
六
世
紀

後
半
に
は
国
都
扶
余
か
ら
弥
勒
半
伽
像
が
二
体
も
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
又
造
仏
工
も
百
済
か
ら
経
論
と
共
に
渡
来
し
て
い
る
こ
と
を
併
せ

考
え
る
と
、
「
成
仏
経
」
が
伝
来
し
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
い
う
迄
も
な
く
天
平

一
〇
年
（七
三
八
）
に
は
書
写
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
知
る
の
で
あ
る

（日
本
古
文
書
二
川
）。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
弥
勒
像
は
仏
道
修
行
に
精
進
す
る
先
覚
に
思
慕
の
意
味
を
こ
め
て
礼
拝

さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
法
華
経
」
の
涌
出
品
で
は
仏
が
阿
逸
多

（弥
勒
の
別
名
）
に

「
諸
の
菩
薩
に
衆
生
教
化
の
大
道
心
を
発

さ
じ
め
た
」
こ
と
を
知
ら
せ
て
、
下
生
の
意
義
を
強
調
さ
れ
、
寿
量
品
に
至
る
と
弥
勒
が
大
衆
の
代
表
と
な

っ
て
、
仏
に
教
を
説
か
れ
ん

こ
と
を
請
い

「
我
ら
当
に
仏
の
語
を
信
受
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
等
の
弥
勒
菩
薩
の
あ
り
方
に
よ
り
我
が
国
に

「
法
華
経
」
流
伝
の
深
き
因

縁
を
知
る
と
共
に
、
そ
の
流
布
の
前
段
階
を
示
唆
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
蓮
聖
人
は
そ
の
主
要
御
書

（開
目

抄

・
本
尊
抄
）
に
、
日
隆
上
人
も
亦

「
弘
経
抄
」
等
に
こ
の
菩
薩
の
在
り
方
を
解
明
し
讃
歎
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
述
べ
る
迄
も
な
い
。

釈
迦

・
弥
勒
と
共
に
観
音
像
が
造
像
さ
れ
、
百
済
観
音

（法
隆
寺
）
救
世
観
音

（夢
殿
）
を
は
じ
め
飛
鳥
２
白
鳳
期
に
最
も
多
く
の
観

音
像
を
見
る
の
で
あ

っ
て
、
四
十
八
体
仏
中
の
辛
亥
銘

（六
五

一
）
の
観
音
像
に
よ
っ
て
、
危
害
を
除
い
て
福
楽
を
授
与
す
る
仏
格
と
信

仰
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
既
に

「
法
華
経
」
が
伝

っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
孝
徳
天

皇

の
一
一
年

（六
五

一
）
に
は
味
経
宮
で

一
切
経
を
読
誦
せ
し
め
給
う
た
の
で
あ
る
。
こ
の

一
切
経
は

「
仁
寿
録
」

（隋
文
帝
六
〇
二
年
編
）
に
よ
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
内
に
は

「
妙
法
蓮
華
経
」
七
巻
は
勿
論
の
こ
と

「
正
法
華
経
」

一
〇
巻

「
添
品
法
華
経
」
七
巻
を
は
じ
め
、
別
行
本

の
観
音
経
が
数
本
編
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
飛
鳥
時
代
に
釈
迦
仏
を
大
理
想
と
し
て
成
仏
の
目
標
に
精
進
し
、
弥
勒
菩
薩
を
宗
教
生
活
の
規
範
と
し
て
、
そ
の
信
仰

生
活
を
遂
行
す
る
た
め
に
観
音
菩
薩
を
信
じ
、
災
厄
か
ら
救
は
れ
ん
こ
と
を
願

っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
薬
師
如
来
、
四
天
王
に
つ
い
て
は

後
日
を
ま
つ
こ
と
と
す
る
が
、
我
国
上
代
人
の
信
仰
の
内
面
を
堀
り
下
げ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
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四
　
上
代

人

の
仏
教
信
仰

和
辻
哲
郎
博
士
が
そ
の
著

「
日
本
精
神
史
研
究
」
に

「
古
事
記
の
疫
病
の
伝
説
に
示
す
よ
う
に
、
肉
体
の
健
康
を
条
件
と
し
て
の
み
享

楽
し
得
ら
れ
る
彼
等
の
生
活
に
と

っ
て
、
病
気
は
多
く
の
悲
哀
の
源
で
、
そ
の
根
源
を
除
く
た
め
に
、
人
間
は
全
く
無
力
で
あ
る
。
彼
等

の
幸
福
を

一
挙
に
打
ち
破
る

『
死
』
に
対
し
彼
等
は
不
安
で
あ
り
、
無
力
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
不
幸
、
災
厄
を
取
り
除
い
た

『
死
な

き
国
』
、
然
も
そ
れ
は

『
現
世
を
否
定
せ
ず
、
し
か
も
よ
り
高
い
完
全
な
世
界
へ
の
憧
憬
』
、
こ
れ
こ
そ
が
上
代
人
の
宗
教
的
理
想
で
あ

っ
た
。
こ
こ
に
仏
教
が

『
現
世
利
益
』
の
願
と
し
て
法
隆
寺
の
薬
師
や
釈
迦
尊
像
が
造
立
さ
れ
た
こ
と
を
、
そ
の
光
背
銘
が
物
語

っ
て
い

る
。
即
ち

『
生
』
の
悲
哀
を
ひ
た
す
ら
母
な
る

『
仏
』
に
す
が

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
純
粋
な
動
機
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
等

の
信
仰
を
う
け
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
死
』
は
最
上
の
悲
哀
で
あ
り
こ
の
悲
哀
の
う
ち
に
、
す
が
り
つ
く
こ
と
の
出

来

る

の
は
、

『
仏
』
で
あ
る
。
こ
の

『
仏
』
に
よ
っ
て

『
死
後
の
生
活
が
保
証
さ
れ
、
こ
の
信
仰
に
よ

っ
て
彼
等
は

『
死
』
の
悲
哀
を
慰
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
聖
徳
太
子
莞
去
後
、
そ
の
夫
人
が

『
天
寿
国
繍
帳
』

（中
宮
寺
蔵
）
を
織
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
子

『
往
生
』
の
様
子
を

『
世
間
虚
仮
、
唯
仏
是
真
』
と
し
た
の
も
、
こ
の
慰
め
の
投
影
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
仏
教

へ
の
理
解
や
信
仰
は
浅
薄
で
あ
る
と
評
さ
れ

て
も
、
彼
等
上
代
人
に
と

っ
て
は
深
甚
な
も
の
で
あ

っ
た
と
思
う
。
夢
殿
の
観
音
を
は
じ
め
、
薬
師
寺
の
聖
観
音
に
至
る

一
連
の
仏
教
芸

術
は
、
こ
の
悲
哀
と
憧
憬
の
結
晶
で
は
な
い
か
」

（取
意
）

と
上
代
人
が
仏
教
に
生
か
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
は
傾
聴
に
あ
た
い
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
仏
教
信
仰
の
素
地
の
上
に
、
大
化
元
年

（六
四
五
）
八
月
に
は
孝
徳
天
皇
は

「
仏
教
興
隆
の
詔
」
を
勅
し
て
、
造
寺
を
群
臣

に
す
す
め
、
不
可
能
な
も
の
に
は

「
朕
助
け
造
ら
ん
」
と
あ
り
。
更
に
天
武
天
皇

一
四
年

（六
八
五
）
に
詔
し
て

「
諸
国
の
家
毎
に
仏
舎

（仏
殿
）
を
作
り
、
仏
像
及
び
経
典
を
置
き
、
以
て
礼
拝
供
養
せ
よ
」
と
あ
る
は
、
少
く
と
も
仏
壇
は

一
家
に
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
伝

法
華
経
と
上
代
人
序
説
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統
の
初
ま
り
で
、
こ
こ
に
天
平
及
び
奈
良
時
代
の
力
強
い
仏
教
文
化
の
創
造
を
見
る
の
で
あ
る
。
「
仏
舎
」
に
つ
い
て
は
後
日
に
述
べ
る
。

五

「法
華
経
」
と
聖
徳
太
子

聖
徳
太
子
は
推
古
天
皇
の
即
位
の
翌
年

（
五
九
三
）
二
〇
才
に
し
て
摂
政
と
な
り
、
天
皇
を
助
け
て
万
機
の
政
務
を
統
括
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
頃
朝
廷
で
は
大
氏
が
小
氏
を
兼
併
し
て
互
い
に
党
争
を
く
り
返
し
、
氏
族
の
職
業
世
襲
は
文
化
を
甚
し
く
停
滞
さ
せ
、
殊
に

皇
位
動
揺
の
因
と
も
な

っ
て
、
そ
の
幣
害
は
著
し
く
、
国
民
は
氏
族
あ

っ
て
国
家
あ
る
を
知
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
弊
を
革
め

る
こ
と
は
容
易
な
ら
ざ
る
太
子
の
大
使
命
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
新
し
い
日
本
の
建
設
で
あ
り
、
日
本
思
想
の
独
立
で
あ

っ
た
。

そ
こ
で
こ
れ
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
先
づ
仏
教
の
興
隆
、
次
い
で
憲
法
の
制
定
を
眼
目
と
し
て
、
数
か
ず
の
事
業
を
制
行
せ
ん
と
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
あ
た
り
、
高
麗
僧
慧
慈
が
五
九
五
年
に
来
朝
し
、
こ
こ
に
太
子
は
よ
き
師
を
得
て
、
儒
学
は
も
と
よ
り
仏
教
を
研

鑽
し
体
得
す
る
こ
と
が
出
来
、
施
政
の
諸
事
業
が
成
就
し
た
の
で
あ
る
。

太
子
の
政
治
理
念
は
、
外
面
は
儒
教
の
政
治
思
想
に
よ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
面
に
は
仏
教
哲
学
即
ち
大
乗
仏
教
の
中
道
理
念
が
主
流

と
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
太
子
の
仏
典
講
説
で
あ
る
三
経
義
疏

（勝
蔓

・
法
華

ｏ
維
摩
）
を
通
じ
て
う
か
が
う
と
、
大
乗
仏
教
の
真
意
で

あ
る

「
一
大
乗
」
の
世
界
建
立
が
、
太
子
政
治
の
思
想
的
根
拠
で
あ

っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
ア
シ
ョ
ー
カ

（阿
育
）

王

（Ｂ
ｏ
Ｃ
三
〇
四
―
≡
壬
し

が
仏
教
を
も

っ
て
政
治
の
理
想
と
し
、
政
教

一
致
の
実
を
あ
げ
た
こ
と
と
類
似
し
て
い
る
点
を
見
る

が

そ

れ
は
日
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

１
　
三
宝
の
興
隆

太
子
が
摂
政
に
就
い
た
翌
推
古
二
年

（
五
九
四
）
二
月
天
皇
は

「
皇
太
子
及
び
大
臣

（馬
子
）
に
詔
し
て
、　
三
宝
を
興
隆
さ
し
む
」

と

三
宝
興
隆
の
詔
を
発
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
施
政
方
針
を
天
下
に
明
し
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
考
え
ら

れ

る

こ
と
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は
、
当
時
天
皇
は
宝
算
四
〇
才
で
心
身
健
や
か
で
、
万
機
を
総
覧
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
摂
政
に
政
治
を
ゆ
だ
ね
た
後

世

の
摂

政

（清
和

・
陽
成

・
大
正
天
皇
）
と
は
そ
の
性
格
が
異

っ
て
い
た
と
思
う
。
推
古
天
皇
が
わ
が
子
、
竹
田
皇
子
を
立
て
ず
、
甥
の
厩
戸
皇
子

を
太
子
に
立
て
、
摂
政
に
選
ん
だ
の
は
、
馬
子
た
だ

一
人
に
よ
る
輔
弼
の
独
断
的
な
偏
向
を
是
正
し
て
、
太
子
と
馬
子
を
両
輪
と
し
て
天

皇
の
親
政
を
敢
行
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
血
縁
の
恩
愛
を
断
絶
し
て
、
国
家
万
年
の
発
展
の
た
め
の
御
見
識
に
よ

っ
た

も
の
と
拝
す
る
の
で
あ
る
。

仏
教
の
受
容
が
明
解
で
な
か

っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
推
古
天
皇
は
左
右
の
輔
弼
を
通
じ
て

「
三
宝
興
隆
の
詔
」
を
出
し
、
仏
教
受

容
を
国
是
と
さ
れ
た
こ
と
は
天
皇
の
英
知
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
副

っ
て
太
子
の
諸
事
業
が
施
行
さ
れ
、
大
化
改
新
の
前
程
と
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

２
　

「
法
華
経
」
と
憲
法

太
子
は
六
〇

一
年
飛
鳥
に
於
け
る
氏
族
弊
害
を
払
拭
す
る
願
望
を
こ
め
て
斑
鳩
の
宮
を
興
て
て
、
新
し
い
日
本
の
都
城
を
企
画
さ
れ
、

続
い
て
六
〇
三
年

「
冠
位
十
階
」
を
制
定
し
て
官
位
の
秩
序
を
正
し
、
そ
の
翌
六
〇
四
年

「
憲
法
十
七
条
」
を
発
布
し
た
。
こ
れ
は
太
子

が
内
政
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
し
た
明
法
で
、

「
推
古
憲
法
」
と
も
称
さ
れ
た
国
法
で
あ
る
。
こ
れ
を
支
那
古
典
か
ら
道
徳
訓
を
集
め
た

も
の
と
評
す
る
は
、
当
時
の
政
治
思
想
の
多
く
が
支
那
隋
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
当
然
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
憲

法
の
条
章
と
当
時
の
政
治

ｏ
社
会
と
の
関
連
を
無
視
し
、
太
子
の
高
邁
な
理
想
を
看
過
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
憲
法
の
要
点
で
あ
る

方
便
品
の

「
諸
法
実
相
」

（法
華
哲
学
）
は
も
と
よ
り
、　
ヨ

大
乗
」

（法
華
経
の
）
思
想
に
よ
る
宇
宙
観

・
人
生
観

・
社
会
倫
理
の
実

践
を
無
視
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
太
子
の
本
願
は

「
十
方
仏
土
に
唯
だ

一
乗
の
法

（法
華
経
）
の
み
あ
り
」
の
国
家
的
実
践
に

あ

っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
第

一
条
の

「
和
を
以
て
貴
と
為
し
、
件
う
こ
と
無
き
を
宗
と
為
せ
」
は

「
中
庸
」

「
孟
子
」
の
名
言
を
要
約
さ
れ
た
も
の

法
華
経
と
上
代
入
序
説
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で
、
儒
教
に
説
く

「
和
」
は
礼
の
作
用
と
し
て
の

「
和
」
で
あ
る
が
、
太
子
が
憲
法
の
初
頭
に
か
か
げ
た

「
和
」
は

「
法
華
経
」
の
万
善

同
帰
成
仏
を
理
想
と
す
る
も
の
で
、
太
子
は
そ
れ
を
総
括
し
て

「
広
く
万
善
同
帰
の
理
を
明
し
て
、
莫
二
の
大
果
を
得
じ

め

た

も

う
」

と
、
莫
二
の
大
果

（
一
乗
法
）
即
ち

一
切
衆
生
成
仏
の
道
は

一
乗
の
法

（法
華
経
）
で
あ
る
こ
と
を
、

「
法
華
義
疏
」
に
示
さ
れ
、

「
総

じ
て
万
善
を
取

っ
て

一
因
と
為
す
」
と
も
説
か
れ
て
い
る
。

「
一
因
」
と
は
仏
に
成
る
唯

一
の
原
因
を
い
う
の
で
あ

っ
て
、
人
間
は
す
べ

て
仏
性
を
具
え
て
い
る
か
ら
、
そ
の
仏
性
を
養
い
育
て
て
ゆ
け
ば
、
今
は
凡
夫
で
あ

っ
て
も
つ
い
に
は
仏
と
同
じ
覚
者
と
な
る
。
そ
の
仏

と
な
る
因
を
作
る
た
め
に

「
万
善
」
即
ち
有
ゆ
る
善
い
こ
と
を
な
す
の
で
あ

っ
て
、

「
法
華
経
」
は
そ
れ
を
教
え
、
こ
こ
に

「
和
」
を
以

て
貴
と
し
た
所
以
を
知
る
の
で
あ
る
。

（各
条
の
内
容
と
そ
の
深
義
に
つ
い
て
は
諸
士
の
研
究
に
侯
つ
こ
と
に
す
る
）

そ
の
後
二
年
を
経
た
六
〇
六
年
天
皇
は
太
子
に

「
勝
蔓
経
」
を
説
か
せ
ら
れ
た
。
そ
の
中
に

「
力
に
二
種
あ
り

一
に
は
勢
力
、
二
に
は

道
力
な
り
…
…
重
悪
は
即
ち
勢
力
を
以
て
折
伏
し
、
軽
悪
は
即
ち
道
力
を
以
て
摂
受
す
」
と
釈
し
、
こ
の
折
伏
と
摂
受
と
の
思
想
は
太
子

が
憲
法
起
草
の
時
点
で
、
既
に
胸
中
脳
裏
に
あ
り
、
太
子
独
自
の
世
界
観
と
な
り
、
氏
族
跛
尼
を
終
息
さ
せ
、
社
会
倫
理
を
確
立
す
る
た

め
の
も
の
と
な

っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

３
　

「
法
華
義
疏
」
に
つ
い
て

「
法
華
経
」
が
憲
法
十
七
条
の
基
本
思
想
で
あ
る
こ
と
を
略
説
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は

「
法
華
義
疏
」

（以
下
義
疏
と
略
称
）
に
つ
い

て
い
さ
さ
か
記
述
す
る
。

「
義
疏
」
は

「
三
経
義
疏
」
の

一
つ
で

「
勝
髪
経
義
疏
」

「
維
摩
経
義
疏
」
を
両
輪
と
す
る
中
軸
で
あ
る
。
そ

れ
は
い
う
迄
も
な
く
太
子
の
仏
教
観
が
、
人
法
相
即

・
心
行

一
体
の
体
現
を
理
想
と
し
、
自
ら
そ
れ
を
実
践
す
る
に
あ

っ
た
。
「
法
華
経
」

は
そ
の
理
想
を
体
現
し
た
仏
陀
の
本
性
を
示
し
、
そ
の
い
の
ち
が
法
と
共
に
久
遠
で
あ
り
、
か
つ
永
遠
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た

も

の

で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
勝
髪

・
維
摩
の
両
経
は
歴
史
上
の
人
物
と
し
て
、
勝
墜
夫
人
と
維
摩
居
士
の
男
女
が
在
俗
生
活
に
あ
り
な
が
ら
、
仏

教
の
真
義
を
体
得
し
て
弘
法
利
生
の
た
め
に
尽
し
た
人
法
相
即
の
具
体
例
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
夫
人
は
現
実
の
人
生
に
正
法
を
活
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現
せ
ん
と
し
た
、
夫
人
の
徳
を
讃
え
た
も
の
で
、
こ
れ
と
相
ま

っ
て
、
同
居
士
は
現
実
差
別
の
世
界
を
超
え
て
、一
差
別
否
定
の
立
場
か
ら

迷
え
る
我
等
を
迷
悟
不
二
の
世
界
に
前
進
さ
せ
ん
と
す
る
、
太
子
自
身
の
抱
負
を
示
す
も
の
で
、
こ
の
両
面
を
統
合
し
、
中
道
を
立
て
た

の
が

「
法
華
経
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
三
経
は
有
機
的
に
堅
く
結
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
推
古
天
皇
の
請
に
応
じ
て
六
〇
六
年

「
勝
髪
経
」
を
小
懇
田
宮

（後
の
奈
良
県
高
市
坂
田
寺
）
で
三
日
間
に
わ

た

っ
て
講

讃

し
、
太
子
は
続
い
て
同
年
、
自
ら
進
ん
で

「
法
華
経
」
を
岡
本
宮

（後
の
奈
良
県
生
駒
郡
富
郷
法
起
寺
）
で
七
日
間
百
官
を
集
め
て
講
讃

さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
簡
単
な
講
演
程
度
の
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
天
皇
は
こ
の
御
進
講
を
大
い
に
喜
ば
れ
播
磨

国

（兵
庫
県
揖
保
郡
）
の
水
田
百
町
歩
を
賜

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
講
述
さ
れ
た

「
法
華
義
疏
」
は
法
隆
寺
に
秘
蔵
さ
れ
、

そ
の
執
筆
は

「
聖
徳
太
子
伝
補
開
記
」
に
子
細
を
記
し
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、

「
三
経
義
疏
」
中

「
義
疏
」
四
巻
の
み
が

御
物
と
し
て
現
存
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
製
疏
の
経
緯
を
う
か
が
い
知
る
の
で
あ
る
。

先
づ

「
義
疏
」
は
太
子
の
親
撰
で
あ
る
こ
と
。
巻

一
の
内
題
の
下
に

「
此
は
是
れ
大
委
国
上
宮
王
の
私
集
に
し
て
海
の
彼
た
の
本
に
非

ず
」
と
奈
良
時
代
の
書
体
で
書
か
れ
た
別
紙
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。
本
文
が
隋
朝
風
の
書
体
で
記
さ
れ
、
本
文
の
各
所
に
修
正
の
あ
と
が

あ
る
。
漢
文
に
し
て
は
字
順
が
適
正
で
な
い
が
日
本
語
と
し
て
読
め
る
こ
と
等
で
自
筆
で
あ
る
こ
と
は
疑
な
い
の
で
あ
る
。

次
に

「
義
疏
」
の
素
材
の
第

一
に
つ
い
て
で
あ
る
。
七
巻
本
の
妙
法
蓮
華
経
が
根
本
資
料
で
、
こ
れ
は
我
が
国
に
初
め
て

「
妙
法
蓮
華

経
」
七
巻
が
流
伝
し
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
、
こ
れ
以
前
に

「
法
華
経
」
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
適
確
に
知
る
こ
と
は
今
で
は
出
来

な
い
。
勿
論
前
述
の
釈
迦

・
弥
勒

・
観
音
像
の
造
像
に
よ

っ
て
法
華
信
仰
の
存
在
を
想
像
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
従

っ
て
仏
教

初

伝

以

来

「
義
疏
」
の
出
現
迄
に
彼
我
の
僧
侶
の
往
来
は
幾
度
か
あ

っ
て
、
そ
の
都
度
仏
典
が
流
入
し
た
こ
と
が
あ

っ
て
も
、
そ
の
経
典
名
が
末
詳

で
あ
る
現
在

「
法
華
経
」
の
伝
来
の
年
次
を
決
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
又
太
子
の
時
代
に
は
未
だ

一
切
経
と
名
づ
け
ら
れ
る
程

の
も
の
は
伝

っ
て
い
な
か

っ
た
。
そ
れ
は

一
切
経
を
読
誦
し
た
孝
徳
天
皇
の
二
年

（六
五

一
）
迄
は
論
外
で
あ
る
。

法
華
経
と
上
代
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次
に
素
材
の
第
二
は

「
義
疏
」
中
に
本
疏

・
本
義

ｏ
本
釈
と
し
て
八
〇
数
回
に
及
ぶ
引
用
は
、
梁
の
成
実

・
三
論
の
学
匠
で
あ
る
法
雲

（
四
六
七
２
五
二
九
）
の

「
法
華
義
記
」
八
巻
よ
り
の
引
用
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
羅
什
三
蔵
が

「
妙
法
蓮
華
経
」
を
釈
出

（
四
〇
六
）
し

て
か
ら
、
天
台
大
師

（
五
三
八
２
五
九
七
）
に
至
る

一
五
〇
年
の
間
に

「
法
華
経
」
の
疏
を
著
作
す
る
者
七
十
余
人
あ
り
、
法
雲
は
そ
の

第

一
位
に
称
嘆

（高
僧
伝
）
さ
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
太
子
は
そ
の
第

一
人
者
の

「
法
華
義
記
」
を
用
い
て
、
こ
れ
を
或
は
批
判
し
、
或
は

独
自
の
教
説
を
創
設
さ
れ
る
に
あ
た

っ
て
も
、
必
ず
本
疏

・
本
義

・
本
釈
と
慎
重
な
態
度
を
も

っ
て
、
法
雲
の
教
説
を
引
用
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

「
義
疏
」
の
本
文
の
約
四
分
の
三
が
、
大
陸
学
匠
の
義
に
よ

っ
て
、
約
文
の
分
科
、
そ
の
義
釈
を
記
し
た
に
も
か

か

わ

ら

ず

「
但
し
愚
心
に
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
す
べ
て
は
記
さ
な
い
」
と
か

「
よ
く
受
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
、
経
文
の
ま
ま
に
読
ん
で
お

く
」
等
と

「
義
記
」
に
あ
る
法
雲
の
詳
細
は
解
釈
を
用
い
ず
、
自
ら
批
判
し
て

「
私
の
懐
う
と
こ
ろ
と
、
本
義
の
解
釈
と
は
大
い
に
異

っ

て
い
る
」
と
か

「
本
義
の
解
釈
は
少
し
く
当

っ
て
い
な
い
よ
う
だ
」
と
あ
り
、
自
説
を
述
べ
る
所
で
は
、

「
私
の
懐

で
は
」

「
私

の
釈

は
」

「
私
の
意
は
」

「
今
は
」
等
と
言
葉
を
つ
く
し
て
い
る
。
そ
の
他
随
所
に
文
字
を
抹
消
し
、
符
箋
を
貼

っ
て
修
正
し
て
い
る
こ
と
は

前
述
の
通
り
で
あ
る
。

「
義
疏
」
中
に

「
義
記
」
の
引
用
は
八
〇
数
回
に
及
ん
で
い
る
が
、
仏
典
の
研
鑽
は
前
述
の
慧
慈

（高
麗
僧
）
に
よ
り
、
外
典
の

「
論

語
」

「
老
子
」

「
尚
書
」

「
春
秋
左
氏
伝
」

「
百
行
」
の
修
得
は
覚
奇
に
よ
ら
れ
た
も
の
と
思
う
。

更
に
製
疏
の
書
誌
学
的
な
面
に
つ
い
て
は
、
装
演
に
は
染
紙

・
継
紙

ｏ
界

（罫
）
線
の
ほ
か
、
軸
や
表
紙
や
緒
付
け
等
の
専
門
的
な
課

題
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
日
に
述
べ
る
と
し
て
、
今
こ
こ
で
は
御
物

「
法
華
義
疏
」
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
問
題
点
を
列
記
略
述
す
る
に
と

ど
め
た
い
。

１
調
巻
に
つ
い
て
見
る
と
、

「
義
疏
」
は

一
部
四
巻
の
巻
子
本
で
、
前
述
の
如
く
二
七
品
の

「
法
華
経
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
四
巻
に

ど
の
よ
う
に
配
分
し
て
い
る
か
。
四
巻
中
の
初
め
よ
り
の
三
巻
に
は
僅
か
七
品
を
註
釈
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
残
り
の
二
〇
品
は
第
四
巻
の
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一
巻
に
圧
縮
し
て
い
る
。
こ
の
よ
な
点
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
は
完
全
な
註
釈
書
で
は
な
い
。
計
画
的
な
大
著
で
な
い
と
す
る

と
、

「
法
華
経
」
講
讃
に
あ
た
っ
て
の

「
手
控
」
所
謂

「
メ
モ
」
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

２
料
紙
に
つ
い
て
見
る
と
、　
一
紙
の
長
短
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
の
は
、
草
稿
の
た
め
か
。
又
当
時
紙
が
貴
重
で
あ
っ
た
か
ら
か
。
不
思

議
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
用
紙
が
支
那
製
か
日
本
製
か
末
詳
で
あ
る
。

３
界
線

（罫
）
に
つ
い
て
見
る
と
、

「
義
疏
」
の
そ
れ
は
料
紙
に
箆

（
ヘ
ラ
）
で
引
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
当
代
の
も
の
に
ヘ
ラ
線

を
引
い
た
も
の
は
外
に
見
な
い
。
そ
れ
が
こ
の

「
義
疏
」
に
あ
る
の
は
、
朝
鮮
又
は
支
那
の
伝
統
に
よ
る
も
の
か
。
そ
れ
と
も
全
く
の
創

意
に
よ
る
も
の
か
不
明
で
あ
る
。

４
内
題
の
貼
紙
に
つ
い
て
、

「
…
…
此
是
大
委
国
上
宮
王
私
集
非
海
彼
本
」
は
天
平
時
代
の
書
体
と
称
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
巻
第

一
に

の
み
、
見
返
し
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
の
は
何
故
か
。

５
棒
軸
に
つ
い
て
、

「
義
疏
」
四
巻
の
巻
子
か
ら
露
出
し
て
い
る
棒
軸
が
、
飴
色
に
光

っ
て
い
る
の
は
指
の
膏
に
よ
る
も
の
か
し
る
よ

し
も
な
い
。

こ
の
よ
う
に
疑
間
の
多
い

「
本
疏
」
で
あ
る
が
、
毛
筆
本
と
し
て
現
存
す
る
我
が
国
最
古
の
唯

一
の
貴
重
な
文
化
遺
品
で
あ
る
。

（石

田
茂
作
博
士
指
適
要
旨
）

４
　
太
子
の

「
法
華
経
」
研
鑽
の
意
義

次
に
注
目
す
べ
き
は

「
一
大
乗
」

「
一
大
乗
機
」
の
用
語
が
三
ケ
所
に
あ
る
が
、

「
一
」
の
字
が
本
文
の
右
脇
に
追
加
添
書
さ
れ
て
い

る
。

「
義
疏
」
に
あ
る

「
一
大
理
」

「
一
大
果
」

「
一
大
車
」

「
一
大
乗
」
は
独
特
の
用
語
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
小
乗
か
ら
大
乗
、　
一
乗

か
ら

一
大
乗

へ
進
展
す
る
思
想
段
階
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

特
に
目
を
見
は
る
も
の
は

「
法
華
経
」
の
本
文
に
つ
い
て
も
、
敢
え
て
法
雲
の
解
説
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
創
見
を
示
さ
れ
た
。
例

法
華
経
と
上
代
入
序
稲
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え
ば

「
安
楽
行
品
」
の
身
安
楽
行
の
不
親
近
を
説
く

「
亦
た
与
に
師
を
同
じ
う
す
る
こ
と
を
楽
わ
ざ
れ
、
常
に
坐
禅
を
好
み
て
、
閑
な
処

に
在
り
て
、
そ
の
心
を
修
摂
せ
よ
」
の
経
文
を

「
常
に
坐
す
こ
と
を
好
む
小
乗
の
禅
師
に
親
し
み
近
づ
い
て
は
な
ら
ぬ
」
と
註
し

「
そ
う

い
う
こ
と
を
す
れ
ば
、
こ
の

一
大
乗
の
経
典
を
世
間
の
人
々
に
弘
通
す
る
暇
が
な
い
」
と

「
義
記
」
で
は
法
雲
が

「
常
に
坐

禅

を

好

み

て
」
を
親
近
す
べ
き
も
の
と
解
し
て
い
る
の
と
は
全
く
異
な
り
、
親
近
す
べ
か
ら
ず
と
あ
る
の
は
、
太
子
が

一
大
乗
仏
法
の
深
義
を
明
か

に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
梵
本

「
法
華
経
」

（南
条

・
ケ
ル
ン
共
訳
）
に
お
い
て
も
期
せ
ず
し
て
、
こ
の
箇
所
に
否
定
語
を
用
い
て
興
味

深
い
も
の
を
見
る
の
で
あ
る
。

太
子
が
仏
教
に
求
め
た
も
の
は
菩
薩
道
の
実
践
で
自
行
、
外
化
行
を
成
し
と
げ
て
、
上
は
諸
仏
の
称
嘆
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
中
は
諸

天
の
護
念
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
下
は
諸
人
の
恭
敬
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
そ
れ
故
に
政
治
の
い
と
な
み
は
、
太
子
の
い
と
う
と
こ
ろ

で
あ

っ
た
が
、
太
子
は
生
涯
摂
政
と
し
て
、
国
王

・
王
子

・
大
臣

・
官
長
に
親
近
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
そ
し
て

「
世
間
虚
仮
」
と
説

か
れ
、
皇
族
間
の
醜
争
、
豪
族
間
の
欲
望
、
貧
苦
に
苦
し
む
人
民
の
生
活
を
直
視
し
て
、
現
実
の
社
会
は
か
り
そ
め
の
世
で
あ

れ

ば

こ

そ
、
菩
薩
の
自
行

ｏ
外
化
行
を
要
望
さ
れ
、
身

・
口
・
意
の
自
行
、
慈
悲
の
外
化
行
に
、
自
ら
の
身
命
と
財
宝
を
捨
て
て
か
え
り
み
ず
、

正
法
を
人
々
に
説
き
明
か
し
、
彼
等
に
仏
果
を
得
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
、

「
諸
悪
莫
作
　
諸
善
奉
行
」
を
王
子

へ
の
遺
語
と
さ
れ
た
と

こ
ろ
に
、
太
子
の
菩
薩
道
を
う
か
が
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
太
子
が
説
か
れ
た
流
通
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
法
華
経
」
の
分
別
功
徳
品
第

一
六
の
下
半
以
下
、
勧
発
品
第
二
七
迄
を
流
通

説
と
し

「
聖
人
の
説
は
た
だ
そ
の
当
面
の
も
の
だ
け
が
利
益
を
蒙
る
の
で
は
な
い
。
遠
く
未
の
代
に
も
及
ん
で
、
同
じ
く
今
の
利
益
を
獲

さ
せ
る
に
あ
る
」
そ
れ
故
に
第

一
序
説
は
序
品
第

一
の

一
品
、
第
二
正
説
は
、

（方
便
品
第
二
２
分
別
功
徳
品
第

一
六
上
半
）
の

一
四
品

半
、
第
二
流
通
説
の

一
一
品
半
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

本
文
中
随
所
に
文
字
抹
消
の
た
め
の
刀
削
、
脇
書

（添
書
、
脇
註
）
修
正
の
た
め
の
貼
紙
、
二
行
に
わ
た
る
細
字
追
加
等

が

あ

る

の
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は
、
本
義
疏
が
草
本
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
、
こ
れ
に
よ

っ
て
前
述
の

「
手
控
」
で
あ
る
こ
と
を
首
肯
さ
せ

る

の

で
あ

る
。
こ
の

「
手
控
」
は
講
讃
後
に
も
訂
正
、
補
註
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
推
古

一
五
年

（六
〇
七
）
即
ち

講

経

の
翌

年
、
小
野
妹
子
を
初
め
て
の
遣
隋
使
に
使
わ
さ
れ
、

「
隋
書
」
の
東
夷
伝
に

「
楼
王
の
多
利
思
比
孤

（
タ
ヒ
リ
シ
ヒ
コ
推
古
天
皇
）
が
使

を
遣
す
□
□
使
者
の
曰
く
□
□
兼
ね
て
沙
門
数
十
人
来
り
て
仏
法
を
学
ぶ
」
と
あ
る
に
よ
り
、
仏
法
求
道
が
そ
の
主
要
な
目

的

で
あ

っ

た
。
そ
の
翌

一
六
年
二
月
小
野
妹
子
は
帰
朝
す
る
が
、
同
年
九
月
再
度
大
使
と
し
て
隋
に
渡
り
、
こ
の
時
高
向
玄
理

・
僧
日
文
等
八
人
の

学
問
僧
を
従
え
た
。
こ
の
再
度
に
わ
た
る
使
節
の
目
的
は
今
の
と
こ
ろ
記
録
に
は
な
い
が
、

「
隋
書
」

「
書
経
」
の
文
に

よ

り
、
末

だ

「
手
控
」
の
ま
ま
で
あ

っ
た

「
義
疏
」
に
補
筆
、
訂
正
を
す
る
た
め
に
、
そ
の
参
考
書
は
も
と
よ
り
、
製
疏
に
必
要
な
料
紙

。
筆
墨
、
硯

等
を
隋
本
国
よ
り
直
接
求
め
る
た
め
に
、
特
に
学
問
僧
を
遣
わ
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
末
完
成
の
ま
ま
、
太
子
は
四
九
才

（六

三
二
）
の
莞
去
ま
で
、
修
正
の
筆
を
執
ら
れ
た
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。
三
論
宗
の
智
光

（―
七
五
二
）
撰
の

「
浄
名
玄
論
略
述
」
八
巻

（残
欠
四
巻
）
に
は
義
疏
よ
り
の
引
文
六
回
。
華
厳
宗
の
寿
量

（七
五
七
２
七
九
二
）
撰
の

「
華
厳
五
教
章
指
事
記
」
六
巻
に
も
三
回
引

用
さ
れ
、
そ
の
文
章
は
現
存
の

「
法
華
義
疏
」
の
文
字
と
完
全
に

一
致
し
て
い
る
こ
と
も
、

「
本
疏
」
が
末
完
成
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る

も
の
で
あ
る
。

５
　
日
本
仏
教
の
源
泉

こ
の
よ
う
に
し
て
、
凡
そ

一
三
六
〇
年
以
前
に
太
子
が
経
典
の
文
上
の
字
義
や
、
大
陸
の
仏
教
学
者
の
解
釈
に
固
守
す
る
こ
と
な
く
、

大
乗
仏
教
の
真
髄
を
開
明
し
、
日
本
仏
教
の
あ
る
べ
き
姿
を
鮮
明
さ
れ
た
こ
と
は
、
後
世
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
¨
小
乗
と
大
乗

と
の
段
階
を
乗
り
越
え
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
成
仏
に
導
く

一
大
乗
思
想
を
強
調
さ
れ
、
こ
れ
が
平
安
朝
の
二
大
宗
教
で
あ
る
天
台
宗

・
真

言
宗
に
至

っ
て

一
乗
思
想
を
愈
々
高
潮
さ
せ
、
鎌
倉
時
代
に
新
し
く
生
れ
た
諸
宗
も
こ
の

一
大
乗
思
想
を
基
盤
に
発
展
す
る
等
、
日
本
仏

教
の
源
泉
を
、
聖
徳
太
子
の

「
法
華
義
疏
」
四
巻
に
見
る
の
で
あ
る
。

法
華
経
と
上
代
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説
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最
後
に
太
子
と
天
台
智
顎
と
の
関
係
を
略
述
す
る
と
。
頃
来

「
法
華
経
」
の
研
究
は

一
往
智
顎
を
頂
点
と
考
え
ら
れ
て
来
た
。
と
こ
ろ

で
太
子
生
誕
は
智
顎
の
三
七
才
で
時
代
を
同
じ
く
し
て
い
る
が
、
智
顎
の
著
作
は
ま
だ
日
本
に
伝
来
し
て
い
な
い
か
ら
、
英
邁
な
太
子
は

つ
い
に
彼
の
教
説
を
識
る
こ
と
な
く

「
義
疏
」
に
よ
っ
て

「
法
華
経
」

を
余
す
こ
と
な
く

顕
彰
さ
れ
た
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
で
、
後

世

「
義
疏
」
を
論
ず
る
も
の
が
、
と
か
く
の
批
判
を
す
る
こ
と
は
、
太
子
時
代
の
背
景
を
知
ら
ぎ
る
も
の
の

一
説
に
過
ぎ
な
い
も

の

で
あ

る
。
天
台
三
大
部
述
作
時
に
お
け
る
太
子
の
年
齢
は

「
法
華
文
句
」
が
三
才

「
法
華
玄
義
」
が
八
才

「
摩
訂
止
観
」
が

一
一
才
の
時
だ
け

に
、
太
子
の
法
華
研
鑽
は
上
述
の
如
く
、
太
子
独
自
の
創
説
と
高
く
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一ハ
　
上
代
人
の
観
音
信
仰

上
代
人
が
釈
迦
・
弥
勒

。
と
共
に
観
音
像
を
影
し
く
造
像
し
た
こ
と
を
概
観
す
る
と
、

１
救
世
観
音
像
は
直
立
、
両
手
を
胸
に
、
宝
珠
を
撫
す
る
姿
で
法
隆
寺
夢
殿
本
尊

・
御
物
四
十
八
体
中
に
二
体
・
法
起
寺
等

に
あ

２
０
。２

百
済
観
音
像
は
右
手
は
屈
臀
、
指
先
重
下
し
て
掌
を
現
し
、
左
手
は
重
れ
宝
瓶
を
持
つ
姿
で
四
十
八
体
仏
中
に
二
体

・
法
輪
寺
等
に

あ
る
。

３
夢
違
観
音
像
は
右
手
は
屈
青
現
掌
、
左
手
持
瓶
姿
で
四
十
八
体
仏
中
に
二
体

・
和
歌
山
縣
那
智
山
発
堀
等
が
あ
る
。

こ
れ
等
は
当
代
の
代
表
的
な
三
種
の
観
音
像
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に

４
聖
観
音
像
は
持
蓮
華
姿
で
薬
師
寺

・
大
安
寺

・
法
隆
寺
橘
夫
人
念
持
仏
脇
侍

・
興
福
寺
等
に
あ
る
。

５
十

一
面
観
音
像
は
頭
上
の
十
面
と
正
面
の
一
面
を
合
せ
て
十

一
面
で
那
智
山
発
堀

・
唐
招
提
寺
等
に
あ
る
。
こ
の
像
の
変
形
に
九
面

観
音
像
が
法
隆
寺
檀
像
に
た
だ

一
例
あ
る
。
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６
千
手
観
音
像
は
千
青

（四
十
二
音
）
で
唐
招
提
寺

・
二
月
堂
光
背
線
刻
像
等
が
あ
る
。

７
不
空
霜
索
観
音
像
は

一
面
、
三
日
、
八
音
の
姿
で
法
華
堂

（二
月
堂
）
大
安
寺

ｏ
広
隆
寺
等
に
あ
る
。

そ
の
他

一
律
に
観
音
像
と
称
す
る
も
の
に
は
宝
冠
に
化
仏
の
あ
る
の
が
特
徴
で

「准
胆
観
音
像

（十
八
臀
）
馬
頭
観
音
像

（人
身
馬
頭

の
急
怒
相
）
等
時
代
が
降
る
に
従
っ
て
各
様
の
観
音
像
を
見
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
各
種
の
観
音
像
を
見
る
こ
と
は
、
上
代
人
の
信
仰
の
内
に
こ
の
菩
薩
へ
の
純
真
な
信
仰
が
深
か
っ
た
こ
と
を
物
語

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
信
仰
の
泉
は
ど
こ
か
ら
涌
き
出
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
観
音
菩
薩
の
本
拠
を
尋
ね
る
な
ら
ば
、
い
う
迄
も

な
く

「法
華
経
」
の
観
世
音
菩
薩
普
門
品
第
二
十
五
で
あ
る
。
そ
の
普
門
品
は
当
時
我
が
国
に
伝
来
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

「
法
華
経
」
伝
来
の
年
次
に
つ
い
て
第

一
資
料
の
発
見
さ
れ
な
い
今
日
、
そ
れ
を
確
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
奈
良
時
代
の
写
経

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
状
況
を
推
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
今
写
経
の
実
体
を
見
る
と

法
　
華
　
経
　
継
嚇
　
　
神
亀
四
年

（七
二
七
）
写
　
　
　
嵌
畑
訴
　
１
一３８．

法
一　
蓮
　
経
　
七
巻
　
　
天
平
十
七
年

（七
四
五
）
写
　
　
　
同
　
　
％
一２８．

七
巻
法
華
経
　
七
巻
　
　
勝
宝
五
年

（七
五
三
）
写
　
　
　
　
同
　
　
１２
一靱

と
七
巻
本
の
「
法
華
経
」
が
写
経
さ
れ
て
い
る
。
推
古
天
皇
十
四
年

（六
〇
六
）
に
、
聖
徳
太
子
が

「
法
華
経
」
を
岡
本
宮
で
講
鑽
さ
れ

た
時
に
用
い
た
「
法
華
経
」
が
、
七
巻
本
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
で
あ
る
か
ら
、
仏
教
伝
来
に
よ
っ
て

「
法
華
経
」
が
何
ら
か
の
形
で
請
来
さ

れ
て
い
て
も
、
こ
の
時
点
で
は
七
巻
本
の
羅
什
訳
の
「
法
華
経
」
で
、
八
巻
本
は
見
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
七
巻
本
と
八
巻
本

の
成
立
に
つ
い
て
は
、
専
門
家
の
間
に
色
々
の
問
題
が
あ
る
が
、
七
巻
本
に
は
提
婆
品
と
普
門
品
の
掲
を
欠
い
て
い
た
こ
と
に
は
異
論
が

な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
田
村
芳
朗
博
士
は

「
法
師
品
第

一
〇
か
ら
嘱
異
品
第
二
一
ま
で
を
通
観
し
て
…
…
法
華
経
の
主
要
な
部
分
は
こ

法
華
経
と
上
代
入
序
説
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れ
で
つ
き
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
観
世
音
菩
薩
普
門
品
第
二
四

（第
二
五
）
な
ど
は
後
世
に
珍
重
さ
れ
、
独
立
の
経
典
に
ま
で
な
っ
た

が
、

「
法
華
経
」
の
全
体
的
な
特
色
か
ら
す
れ
ば
付
加
的
な
も
の
で
…
…
後
世
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
普
門
品
は
付
加
的
な
も
の
で
は
あ
ｆ
た
が
、
印
度

・
支
那
で
は
早
く
か
ら
独
立
経
典
即
ち
別
行
本

（
一
部
の
経
典
中

の
一
品
が
独
立
し
た
単
行
本
）
と
な
っ
て
、
純
粋
な
大
衆
信
仰
の
依
り
ど
こ
ろ
と
な

っ
た
。
そ
れ
が
奈
良
時
代
の
写
経
に
も
現
れ
た
の
で

あ
る
。
大
日
本
古
文
書
よ
り
抜
粋
す
る
と

観
世
音
経
　
一
巻
　
　
　
　
　
　
　
神
亀
四
年

（七
二
七
）
写

十

一
面
観
世
音
神
呪
経
　
一
巻
　
　
天
平
十
年

（七
三
八
）
写

千
手
千
眼
観
世
音
菩
薩
　
一
巻
　
　
同
十

一
年

（七
二
九
）
写

大
悲
心
陀
羅
尼
経

観
自
在
菩
薩
如
意
輪
経
　
一
巻
　
　
同
十
四
年

（七
四
二
）
写

大
悲
観
世
音
経
　
一
巻
　
　
　
　
　
同
十
五
年

（七
四
三
）
写
　
　
　
同

不
空
絹
索
陀
羅
尼
自
在
王
経
　
一二
巻
　
同
十
九
年

（七
四
七
）
写
　
　
　
同

等
は
印
度
撰
述
の
秘
密
部
の
一
斑
で
あ
り
、
支
那
撰
述
の
疑
偽
経
に
も

観
音
三
昧
経
　
一
巻
　
　
　
　
　
　
天
平
四
年

（七
三
二
）
写
　
　
　
　
同

観
音
三
昧
経
　
四
巻
　
　
　
　
　
　
同
十
二
年

（七
四

一
）
写
　
　
　
同

更

に
支
那
撰
述
の
釈
経
の
に
内

に

註
観
世
音
経

一
巻
　
　
　
　
　
　
　
同
十
二
年

（
七
四
〇
）
写

　

　

　

同
　
７
一４８９

古大
文日

同  同  同 書本

788771
74 107 93  85   178 383

7   1
500 449
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観
世
音
経
讃

　
一
巻
　
　
　
　
　
　
同
十
八
年

（七
四
六
）
写

　
　
　

同
　
９
一・４０

等
そ
の
他
、
二
十
余
品
が
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
観
音
信
仰
の
浸
透
と
相
関
す
る
も
の
で
、
そ
の
信
仰
の
結
晶
が
各
種
各
様
の
観

音
菩
薩
像
と
な

っ
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
菩
薩
像
の
造
像
の
典
拠
と
な

っ
た
経
典
の

一
二
を
あ
げ
る
と

①
不
空
霜
索
観
音
像
は
不
空
霜
索
陀
霜
尼
経
の
所
説

②
十

一
面
観
音
像
は
陀
羅
尼
集
経
の
所
説

③
千
手
観
音
像
は
千
手
千
眼
観
自
在
菩
薩
経
の
所
説

④
馬
頭
観
音
像
は
陀
羅
尼
集
経
の
所
説

に
よ
っ
た
も
の
で
、
①
は
岡
本
院
に
②
④
は
紫
徴
中
台
に
③
は
山
階
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
。

然
し
こ
の
影
し
い
観
音
像
は
そ
の
殆
ん
ど
が
、
秘
密
教
に
属
す
造
像
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
所
説
の
経
典
に
よ
っ
て
明

か

で
あ

る
。

「
奈
良
時
代
に
は

一
三
〇
余
部
の
密
教
経
典
が
伝
来
し
て
い
た
。
そ
の
密
教
も
新
密
の
金
剛
智

・
善
無
畏

・
不
空
等
の
訳
経

が

伝

来

し

て
い
た
が
、
そ
れ
は
ま
だ
新
密
の
主
要
経
典
で
は
な
か

っ
た
か
ら
、
金
剛
界

・
胎
蔵
界
の
両
部
組
織
を
我
国
で
は
見
な
か

っ
た
の
で
あ

っ

て
、
閣
那
堀
多

・
菩
提
流
支
等
の
断
片
的
な
祈
祷
を
目
的
と
し
た
古
密
教
で
あ

っ
た
。
然
し
奈
良
時
代
に
既
に

一
三
〇
余
部
に
及
ぶ
密
教

経
典
の
存
在
し
た
こ
と
が
、
平
安
時
代
に
空
海
。
円
仁
等
入
唐
八
家
に
よ
る
新
密
教
の
請
来
に
、
大
き
な
意
義
が
あ
る
」

（以
上
は
石
田

茂
作
博
士
説
に
よ
る
）
然
し
い
ま
だ
、
造
像
や
図
像
の
複
雑
な
儀
軌

（方
法

・
規
範
）
が
伝
来
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
観
音
像
の
表
現
に

も

一
時
期
を
画
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
今
し
ば
ら
く
観
音
像
の
み
を
特
に
取
材
し
た
が
、
そ
の
他
の
諸
仏
や
諸
菩
薩
が
次
第
に
造
像
さ
れ
た
の
を
合
め
て
考
え
ら

れ
る
こ
と
は
、

奈
良
時
代
に
仏
教
経
典
の
写
経
は
二
九
〇
〇
余
部
を
数
え
、
そ
の
研
鑽
も
見
る
べ
き
も
の
が
あ

っ
た
。

「
法
華
経
」
に
つ
い
て
は
吉
蔵

法
華
経
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上
代
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の
三
論
系
、
窺
基

・
知
周
等
の
法
性

（相
）
系
、
元
暁
そ
の
他
の
華
厳
系
の
研
究
が
行
わ
れ
、
前
二
系
統
は
そ
れ
ぞ
れ
三
論

ｏ
法
相
の
自

宗
と
の
関
係
註
疏
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ

っ
た
が
、
た
だ
華
厳
系
で
は

「
法
華
経
」
の
総
合
的
な
研
究
が
、
標
瑣

（神
護
慶
雲
元
年

〈
七

〇
四
〉
中
律
師
に
な
る
）
を
中
心
と
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
前
二
系
統
は
吉
蔵
や
慈
恩
の
も
の
を
祖
述
す
る
に
過
ぎ
ず
、
華
厳
系

の
総
合
的
な
研
究
も
平
安
初
頭
の
伝
教
大
師
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
状
況
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
仏
教
殊
に

「
法
華
経
」
の
研
究
は
進
め
ら
れ
て
も
、
当
時
の
庶
民
に
と

っ
て
は
和
辻
博
士
の
説
の
如
く

「
死
な
き
国
」
然

も
そ
れ
は

「
現
世
を
否
定
せ
ず
、
よ
り
高
い
完
全
な
世
界
へ
の
憧
憬
」
が
宗
教
的
理
想
で
あ

っ
た
上
代
人
の
悲
哀
と
憧
憬
の
結
晶
が
観
音

像
と
な

っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
程
度
の
観
音
信
仰
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
普
門
品
の
別
行
本
に
よ
る
密
教
に
属
す
る
諸
観
音
像
が
造
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
我
が
法
華
宗
教
徒
と
し
て
心
す
べ
き
は
、
そ
れ
は
日
蓮
聖
人
に
よ
る
後
世
の
信
仰
で
あ
る
と
評
す
る
者
も
あ
る
と
思
う
が
、
観

音
菩
薩
を
寿
量
品
の
本
仏
、
釈
迦
牟
尼
世
尊
以
上
に
考
え
る
よ
う
な
観
音
信
仰
は
、

「
法
華
経
」
の
根
本
精
神
を
破
り
、
大
義
明
分
に
も

と
る
も
の
で
あ

っ
て
、
上
代
人
の
法
華
信
仰
末
だ
し
の
感
を
深
く
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
申
せ
ば
…
…
観
世
音
菩
薩
の
用
も
、　
一
切
の
諸
仏
諸
経
諸
菩
薩
の
用
、
皆
悉
く
妙
法
蓮
華
経
の
用
に
失
は
る
。

彼
経
々
は
妙
法
蓮
華
経
の
用
を
借
ず
ば
、
皆
い
た
づ
ら
も
の

（徒
物
）
な
る
べ
し
」

（報
恩
抄
五
五
才
）

と
あ
る
を
拝
読
し
て
、
今
に
は
び
こ
る
密
教
の
観
音
信
仰
に
、
付
和
雷
同
す
る
こ
と
が
あ

っ
て
は
な
ら
ぬ
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。

（未
了
）
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